
京都府が管理する道路において、大雪が降った場合に
「予防的通行規制」等を行う可能性がある区間

【小浜綾部線】延長 約15km
福井県境～国道27号(山家交差点)

＜予防的通行規制(全面通行止)＞

【国道173号】延長 約19km
国道９号(和田交差点)
～国道27号(新綾部大橋交差点)

＜予防的通行規制(大型車通行止)＞

【国道307号】延長 約17km
滋賀県境～国道24号(山城大橋東詰)
＜通行止となる可能性あり＞

【国道163号】延長 約22km
国道24号(上狛四丁町交差点) ～三重県境
＜通行止となる可能性あり＞凡例

：京都府管理道路における予防的通行止めの可能性がある区間

：名神・新名神高速や名阪国道等が通行止の場合に通行止となる可能性がある区間

※高速道路等その他の道路においても予防的通行止めが行われる可能性があります。


